
処遇改善等加算Ⅲの運用について
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基準年度における起点賃金水準のイメージ①
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基準年度における起点賃金水準のイメージ➁
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基準年度における起点賃金水準のイメージ③

4



基準年度における起点賃金水準のイメージ➃
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資料記載のAさん、Bさん、Cさんに係る処遇Ⅲ賃金改善額等については、
例示の金額となります。
各職員への賃金改善額に関しては、一律の金額で賃金改善を行うことも、園で職員ごとに
傾斜をつけて賃金改善を行うことも可能です
※職員ごとに傾斜をつけて賃金改善を行う場合は、対象者や賃金改善額が恣意
的に偏ることなく、改善が必要な職種の職員に対して重点的に講じられるよう
留意してください



（支給例）① 処遇改善等加算Ⅲ
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園の負担分になる
可能性あり起点賃金水準



（支給例）② 処遇改善等加算Ⅲ

7
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